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越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業事務取扱要領 

令和元年１１月１８日市長決裁 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、越谷市内における住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律（平成１９年法律第１１２号。以下

「法」という。）第４章の規定に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （登録の申請） 

第２条 法第８条の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」とい

う。）は、法第９条第１項の規定により住宅確保要配慮者円滑入居賃

貸住宅事業の登録の申請を行うときは、省令第７条に規定する申請書

に次の各号に掲げる書類を添付し、セーフティネット住宅登録システ

ムに登録しなければならない。又は省令第７条に規定する申請書に次

の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。登録

基準については別表に定めるとおりとする。 

省令第１０条各号に掲げる書類 

その他市長が認める書類 

 （申請の取下げの届出） 

第３条 申請者は、前条第１項の規定による申請を取り下げようとする

ときは、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業取下げ届出書（第１

号様式）により届け出るものとする。 

 （登録簿の様式） 

第４条 法第１０条第２項の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録簿

（以下「登録簿」という。）は、第２号様式のとおりとする。 

 （登録等の通知） 
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第５条 法第１０条第３項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅事業登録通知書（第３号様式）によるものとする。 

２ 法第１０条第４項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑入居

賃貸住宅事業不適合通知書（第４号様式）によるものとする。 

 （登録の拒否の通知） 

第６条 法第１１条第２項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅事業登録拒否通知書（第５号様式）によるものとする。 

 （登録事項等の変更） 

第７条 法第１２条第１項の規定による届出は、省令第１７条に規定す

る登録事項等変更届出書に省令第１０条各号に掲げる書類のうち記載が

変更された書類を添付し、セーフティネット住宅登録システムに登録す

るものとする。又は省令第１０条各号に掲げる書類のうち記載が変更さ

れた書類を添付し、市長に提出するものとする。 

 （登録簿の閲覧） 

第８条 法第１３条の閲覧は、越谷市都市整備部建築住宅課（以下「閲

覧所」という。）において行う。 

２ 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出すことができ

ない。 

 （廃止の届出） 

第９条 法第１４条第１項の規定による届出は、住宅確保要配慮者円滑

入居賃貸住宅事業に係る廃止届出書（第６号様式）によるものとする。 

 （登録抹消通知） 

第１０条 法第１５条第１項第１号の規定による通知は、住宅確保要配

慮者円滑入居賃貸住宅事業登録抹消通知書（第７号様式）によるもの

とする。 

 （報告） 
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第１１条 登録事業者は、法第２２条の規定により市長から報告を求め

られたときは、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業管理状況報告

書（第８号様式）により報告しなければならない。 

 （指示） 

第１２条 法第２３条の各項による指示は、住宅確保要配慮者円滑入居

賃貸住宅事業指示通知書（第９号様式）によるものとする。 

２ 登録事業者は、前項の指示により講じた措置について、第８号様式

に当該措置の状況が確認できる書類を添付して報告しなければならな

い。 

（検査等） 

第１３条 市長は、法第２３条の各項の規定による報告があったとき、

その他必要があると認めるときは、登録事業者の住宅に対する実地検

査を実施し、当該住宅に係る入居申込者その他関係者から事情を聴取

することができるものとする。 

２ 市長は、前項の実地検査を実施するときは、あらかじめ書面により

登録事業者に通知するものとする。ただし、緊急を要するときは、こ

の限りでない。 

３ 実地検査は、登録事業者又はその使用人の立会いのもと、２人以上

の職員が実施するものとする。この場合において、必要に応じて関係

部局の職員の協力を求めることができる。 

４ 実地検査は、次に掲げる事項について、必要に応じて行うものとす

る。 

 面積基準の適合に関する事項 

 構造及び設備基準の適合に関する事項 

 入居者の資格基準の適合に関する事項 

 入居契約基準の適合に関する事項 
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その他必要と認められる事項 

５ 実地検査の結果は、検査終了後、登録事業者に対して検査結果通知

（第１０号様式）によりこれを通知するものとする。この場合におい

て、社会通念上改善を要する事項（法第２３条の規定による指示に係

るものを除く。）については、期限を定めて改善報告書（第１１号様

式）の提出を求めるものとする。 

６ 市長は、前項の改善状況を確認するため、再度実地検査等を実施す

ることができる。 

７ 実地検査の結果は、行政運営に資するため、関係機関に情報提供す

ることができる。 

 （登録取消通知） 

第１４条 法第２４条第３項の規定による通知は、住宅確保要配慮者円

滑入居賃貸住宅事業登録取消通知書（第１２号様式）によるものとす

る。 

 （その他） 

第１５条 この要領に定めるもののほか住宅確保要配慮者円滑入居賃貸

住宅事業に係る事務に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。 

   附 則（平成２９年１２月２８日市長決裁） 

 この要領は、決裁の日から施行し、平成２９年１０月２５日から適用

する。 

   附 則（令和元年１１月１８日市長決裁） 

この要領は、決裁の日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業 登録基準 

項目 基準 

規模 各戸の床面積が 25 ㎡以上 

（共有部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は

浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備

える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、

18 ㎡以上） 

※埼玉県賃貸住宅供給促進計画により、以下のとおり規模の基

準を緩和する。 

〇平成７年度までに着工された賃貸住宅の場合 16 ㎡以上 

〇平成８年度から平成 17 年度までに着工された賃貸住宅の場

合 18 ㎡以上 

構造及び設

備 

各居住部分が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を

備えたものであること 

（共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は

浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備

える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、

台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであ

ることを有しない。） 

地震に対する安全性に係る建築基準法並びにこれに基づく命令

及び条例の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであるこ

と 

消防法若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若し

くは条例の規定に違反しないものであること 

共同

居住

型住

宅 

（シ

ェア

ハウ

ス）

の基

準 

居 住

人数 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分について、各専

用部分の入居者の定員は１人であること 

規模 住宅の床面積が、15 ㎡×A＋10 ㎡以上であること（ただし、A≧

２） 

※A は、共同居住型賃貸住宅の入居者（賃貸人が当該共同居住

型賃貸住宅に居住する場合、当該賃貸人を含む。） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅である部分について、各専

用部分の床面積が９㎡以上であること 

（収納設備が備えられている場合は、当該収納設備の床面積を

含み、その他の設備が備えられている場合は、当該設備の床面

積を除く。） 

設備 共有部分に、居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室（シャ

ワー室でも可）、洗濯室（洗濯場でも可）の設備等が備えられ

ていること 

※各専用部分に、いずれかの設備等が備えられている場合は、

共用部分に当該設備等を備えることを要しない。 

※共有部分に洗濯場を備えることが困難なときは、共同居住型

賃貸住宅の入居者が共同で利用することができる場所に備える
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ことをもって足りるものとする。） 

水回り設備（便所、洗面設備及び浴室若しくはシャワー室）が

居住者５人に対して１以上あること 

その他 特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居するこ

とができる者が著しく少数となるものでないこと、その他の住

宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること 

家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しない

ものであること 

登録を受けようとするもの並びに建物の転貸借が行われている

場合にあっては、当該建物の所有者及び転貸人が欠格要件に該

当しないこと 

※床面積は、壁芯により算定したものとする。 



第１号様式（第３条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業取下げ届出書 

年  月  日 

 越谷市長 宛 

申請者 住所               

氏名            印  

 越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業事務取扱要領第４条に基づき、下

記のとおり登録の申請を取り下げたいので届け出ます。 

記 

１ 申請年月日 

２ 申請者名称又は氏名及び住所 

３ 申請に係る住宅の名称 

４ 申請に係る住宅の所在地 

５ 取下げの理由 

法人にあっては、その名称、主たる事務所の 
所在地及び代表者の氏名  
未成年にあっては、法定代理人の氏名 



第２号様式（第４条関係）

越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る住宅登録簿

No. 受付日 
氏名又は名称及び住所 

法人にあってはその代表者氏名 
住宅の位置 住宅の戸数 

構造及び 

設備 
住宅の規模 

配慮者の 

範囲 

入居者の 

資格 

家賃その他 

賃貸条件 

規則第９条 

各号 
登録年月日 登録番号 備考 



第３号様式（第５条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

                   越谷市長          印   

     年  月  日付けで申請のあった標記事業について下記のとおり登

録したので、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第１０

条第３項の規定により通知します。 

記 

１ 住宅の名称 

２ 住宅の所在地 

３ 登録年月日   

４ 登録番号 



第４号様式（第５条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業不適合通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

                      越谷市長          印   

     年  月  日付で申請のあった標記事業については、下記のとおり登録基

準に適合しないので、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第

１０条第４項の規定により通知します。 

記 

１ 住宅の名称 

２ 住宅の所在地 

３ 適合しない理由 

（教示） 

 この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分の取消しの訴えをする場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して６か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者は市長とな

ります。)、提起することができます。ただし、審査請求をした場合には、この処分の取

消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して

６か月以内に提起することができます。 



第５号様式（第６条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録拒否通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

                   越谷市長          印   

     年  月  日付けで申請のあった標記事業については、下記理由によ

り登録できないので、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法

律第１１条第２項の規定により通知します。 

記 

１ 住宅の名称 

２ 住宅の住所 

３ 登録を拒否する理由 

（教示） 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分の取消しの訴えをする場合は、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代

表する者は市長となります。)、提起することができます。ただし、審査請求

をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま

す。 



第６号様式（第９条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業に係る廃止届出書 

年  月  日 

 越谷市長 宛 

申請者 住所               

氏名            印  

 下記登録住宅について事業を廃止したので、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の促進に関する法律第１４条第１項の規定に基づき届け出ます。 

記 

１ 登録番号 

２ 住宅の名称 

３ 住宅の所在地 

４ 登録年月日 

５ 登録事業の廃止年月日 

法人にあっては、その名称、主たる事務所の 
所在地及び代表者の氏名  
未成年にあっては、法定代理人の氏名 



第７号様式（第１０条関係） 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録抹消通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

                   越谷市長          印   

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第１５条第１項

の規定により、下記住宅事業の登録を抹消したので通知します。 

記 

１ 登録番号 

２ 登録事業者の商号、名称又は氏名及び住所 

３ 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置 

４ 抹消事由（いずれかを丸で囲む） 

   法第１５条第１項第１号 ・ 法第１５条第１項第２号 

５ 抹消の年月日 

（教示） 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分の取消しの訴えをする場合は、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代

表する者は市長となります。)、提起することができます。ただし、審査請求

をした場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があ

ったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができま

す。 



第８号様式（第１１条関係）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業管理状況報告書

年  月  日 

 越谷市長 宛 

事業者 住所               

氏名            印  

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第２２条の規

定に基づき報告を求められた事項について、次のとおり報告します。

記

１ 登録年月日  

２ 登録番号

３ 住宅の名称

４ 住宅の所在地

５ 報告事項

備考

報告事項の記載欄が不足する場合には、適宜別紙に記載して差し支えない。

法人にあっては、その名称、主たる事務所の
所在地及び代表者の氏名 
未成年にあっては、法定代理人の氏名



第９号様式（第１２条関係）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業指示通知書

第     号 

年  月  日 

          様 

                   越谷市長          印   

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第８条の規定

に基づき登録された住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業について、当該登

録に従って適切に管理等が行われていないと認められるため、同法第２３条の

規定に基づき、下記のとおり必要な措置を講じることを指示します。

記

１ 登録年月日  

２ 登録番号

３ 住宅の名称

４ 住宅の所在地

５ 指示の内容

６ 報告期限



第１０号様式（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

                      越谷市長          印   

検査結果通知書

越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業事務取扱要領第１６条第１項の規定に

より    年  月  日に実施した立入検査の結果、改善を要する事項は認められま

せんでした。

なお、検査日に口頭で指摘した事項等については、改善結果の報告は要しませんが、速

やかに必要な措置を検討し、今後とも事業の適正な運営に努めてください。



第１０号様式の２（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

          様 

                      越谷市長          印   

検査結果通知書

越谷市住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業事務取扱要領第１６条第１項の規定に

より    年  月  日に実施した立入検査の結果、別紙のとおり改善を要する事項

が認められました。

ついては、必要な措置を講じ、その結果を    年  月  日までに書面で報告し

てください。



第１１号様式（第１３条関係）

年  月  日 

 越谷市長 宛 

登録事業者 住所               

氏名            印  

改善報告書 

     年  月  日付第   号で指摘された改善を要する事項について、別紙

のとおり改善結果を報告します。 

法人にあっては、その名称、主たる事務所の
所在地及び代表者の氏名  
未成年にあっては、法定代理人の氏名



別紙 

改善を要する事項及び改善結果報告書 

登録番号  

住宅の名称  

所在地  

検査年月日 年  月  日 

改善を要する事項 改善結果 

（注）本様式は改善を要する事項の数にあわせて適宜行を追加することができる。 



第１２号様式（第１４条関係）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録取消通知書 

第     号 

年  月  日 

          様 

                      越谷市長          印   

 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第２４条第 項の規定

に基づき、次の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録を取り消したので、同条

第３項の規定に基づき通知します。 

記 

１ 登録年月日 

２ 登録番号 

３ 住宅の名称 

４ 住宅の所在地 

５ 取消の理由 

（教示） 

  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日か

ら起算して３か月以内に、市長に対して審査請求をすることができます。 

また、この処分の取消しの訴えをする場合は、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、市を被告として(訴訟において市を代表する者

は市長となります。)、提起することができます。ただし、審査請求をした場合に

は、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったことを知った

日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 


